
事 務 連 絡 

令和５年９月 19日 

 各都道府県教育委員会指導事務主管課 

 各指定都市教育委員会指導事務主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課  御中 

  附属高等学校を置く各国公立大学法人 

 附 属 学 校 事 務 担 当 課 

 

文部科学省初等中等教育局  

参事官（高等学校担当）付  

産 業 教 育 振 興 室  

 

令和５年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕の 

開催について 

 

 標記について、「令和５年度小学校及び中学校各教科等教育課程研究協議会及び高等学校

各教科等教育課程研究協議会の開催日程等について」（令和５年１月 20日付け事務連絡）

にて連絡していたとおり、ハイブリッド方式（参加者が参集又はオンラインを選択する方

式）において開催することといたします。 

 ついては、参加者の出席登録及び資料（工業、商業、水産及び福祉）について、下記の通

りご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 令和５年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕について 

（別紙１のとおり） 

２ 参加者の登録方法について（別紙２のとおり 〆10/10） 

３ 協議内容資料提出について（別紙３のとおり 〆11/10） 

※工業科、商業科、水産科、福祉科 

※情報科については教育課程課より発出された「令和５年度高等学校各教科等教育課程

研究協議会の開催について（依頼）」（令和５年９月８日付け事務連絡）を確認する

こと。 

 

   

 

 

  

  

（本件担当） 

   文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 

   産業教育振興室 産業教育係（沖濱、城本、鴨谷）  

   ＴＥＬ 03-5253-4111 内線（2384） 

   メール sangyo@mext.go.jp 



（別紙１） 

 

令和５年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕について 

 

１．目 的 

高等学校学習指導要領の趣旨の実現を目指し、教育課程の編成及び実施上の諸問題に関

する研究協議、情報交換等を行い、もって高等学校における教育課程の適切な実施を図

ることを目的とする。 

 

２．部会構成 

次の８部会とする。 

「農業」「工業」「商業」「水産」「家庭」「看護」「情報」「福祉」 

 

３．会場 

 国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟 

（東京都渋谷区代々木神園町３－１） 

 

４．日時及び部屋 

11月 27日（月） 

「農業」10：00～16：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 102 

「工業」10：00～16：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 101 

 

11月 28日（火） 

「水産」10：00～16：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 102 

「家庭」10：00～15：10 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 101 

 

11月 29日（木） 

「商業」10：00～16：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 102 

「福祉」10：00～16：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 101 

 

11月 30日（金） 

「情報」10：00～15：00 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 102 

「看護」10：00～15：30 ※受付開始 9：30～ 会場：1階 101 

 

５．参加者 

都道府県・指定都市教育委員会、国・公立大学法人、私立学校担当部局、私立学校  



（別紙２） 

 

参加者の登録方法について 

 

 

１ 作成要領 

参加登録は下記 URL の参加登録フォームよりご登録をお願いいたします。参加登録につ

いてご不明点等ございましたら産業教育振興室にお問い合わせ願います。 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL0jo6p8q

m8dHksMn068dZ9tURVVYTlI2UUNMNzBIRVBUT0lIUTkwSVI3My4u 

 

 

QR コードからも登録できます。→ 

 

 

 

２ 留意事項 

（１）「氏名」を入力する際は、姓と名の間は全角で１文字空けること。 

（２）「部会」について、複数の部会に参加登録する者は参加する全ての部会を選択するこ

と。 

（３）「メールアドレス」について、今回登録いただいたメールアドレスに各部会の資料等

を送付するため、必ず参加者本人に連絡できるメールアドレスを記載すること。 

（４）「備考」について、特記事項があれば記載すること。なければ記入不要。 

 

３ 提出期限 

  令和５年 10月 10日（火）締切 

 ※上記日時を超過する場合は、フォームからの登録はできませんので、超過する場合は

産業教育振興室にお問い合わせ願います。 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL0jo6p8qm8dHksMn068dZ9tURVVYTlI2UUNMNzBIRVBUT0lIUTkwSVI3My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL0jo6p8qm8dHksMn068dZ9tURVVYTlI2UUNMNzBIRVBUT0lIUTkwSVI3My4u


（別紙３） 

 

令和５年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕 

協議内容に関する資料の御提出について（依頼） 

 

 標記研究協議会のうち、工業、商業、水産及び福祉部会については、協議の際に使用する

資料の提出をお願いいたします。資料の中身についてご不明点等ございましたら、各部会教

科調査官にお問い合わせ願います。 

 

【提出資料】こちらから該当ファイルをダウンロードしてください。 

https://mext.box.com/s/gvib9p8xhak38estzeaxl1j079wl6olt 

 

【工業科】 

１．提出資料（事例がある場合のみ） 

  「【都道府県等番号・都道府県等名】情報交換様式（工業）」 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

２．提出期限 

令和５年11月10日（金）締切 

３．提出先 

 下記URLにアップロード願います。 

 https://mext.ent.box.com/f/010bd1fdf140492b8a61cef26fd64ae7 

 

 

【商業科】 

１．提出資料 

  「【都道府県等番号・都道府県等名】情報交換様式（商業）」 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

２．提出期限 

令和５年11月10日（金）締切 

３．提出先 

  下記URLよりアップロード願います。 

 https://mext.ent.box.com/f/e6622fa4d06743568ad68e4719d0b05f 

 

 

【水産科】 

１．提出資料 

  「【都道府県等番号・都道府県等名】R5水産追加調査」 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

https://mext.box.com/s/gvib9p8xhak38estzeaxl1j079wl6olt
https://mext.ent.box.com/f/010bd1fdf140492b8a61cef26fd64ae7
https://mext.ent.box.com/f/e6622fa4d06743568ad68e4719d0b05f


２．提出期限 

令和５年11月10日（金）締切 

３．提出先 

  下記URLよりアップロード願います。 

 https://mext.ent.box.com/f/b41ed26ad04f48029f44cebcffa9fc8d 

 

【福祉科】 

１．提出資料 

  「【都道府県等番号・都道府県等名】教育課程研究協議会 高校福祉部会 

（事前提出用紙）」 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

２．提出期限 

令和５年11月10日（金）締切  

３．提出先 

  下記URLよりアップロード願います。 

 https://mext.ent.box.com/f/48f613c53db64e919397bda9d23f89f4 

 

＜問い合わせ先＞ 

教科 問い合わせ先（代表：03-5253-4111） 

工業 教科調査官    内藤 敬 （内線6846） naito-takashi@nier.go.jp 

商業 視 学 官  田中 圭 (内線2902)  tanaka-kei@mext.go.jp 

  tanaka-kei@nier.go.jp  

２つのアドレスにお送りください。 

水産 教科調査官    西澤 美彦（内線6844） y-nishizawa@nier.go.jp 

福祉 教科調査官  辻本 智加子 (内線6843)  t-tsujimoto@nier.go.jp 

 

※アップロード方法、提出遅延等に関する問い合わせは産業教育振興室にお問い合わせ願

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mext.ent.box.com/f/48f613c53db64e919397bda9d23f89f4
mailto:tanaka-kei@mext.go.jp


（参考）都道府県・指定都市番号 

 

 

都道府県・指定都市教育委員会及び都道府県私立担当部局から提出する全ての電子媒体に

は、以下の都道府県・指定都市番号を共通して使用しますので御留意ください。 

なお、国立大学法人については、事務局本部が所在する都道府県番号を使用してくださ

い。 

 

北海道 01      福井県 18      山口県 35      川崎市 52 

青森県 02      山梨県 19      徳島県 36      横浜市 53 

岩手県 03      長野県 20      香川県 37     名古屋市 54 

宮城県 04      岐阜県 21      愛媛県 38      京都市 55 

秋田県 05      静岡県 22      高知県 39      大阪市 56 

山形県 06      愛知県 23      福岡県 40      神戸市 57 

福島県 07      三重県 24      佐賀県 41      広島市 58 

茨城県 08      滋賀県 25      長崎県 42     北九州市 59 

栃木県 09      京都府 26      熊本県 43      福岡市 60 

群馬県 10      大阪府 27      大分県 44      静岡市 61 

埼玉県 11      兵庫県 28      宮崎県 45       堺市 62 

千葉県 12      奈良県 29     鹿児島県 46      新潟市 63 

東京都 13     和歌山県 30      沖縄県 47      浜松市 64 

神奈川県 14      鳥取県 31      札幌市 48      岡山市 65 

新潟県 15      島根県 32      仙台市 49     相模原市 66 

富山県 16      岡山県 33    さいたま市 50          熊本市 67 

石川県 17      広島県 34      千葉市 51 

 


